
番号 業務名又は項目 質問事項 回答

1
業務委託仕様書_7.業
務の実施体制

b.に適する技術者は実施体制に含みますが、この者を主任技術者
としなくても良い、という理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。仕様書「7.b」の要件を満たす者が実施
体制に含まれていれば、その者が主任技術者を兼ねる必要はあり
ません。

2
業務委託仕様書_7.業
務の実施体制

主任技術者に対しては、実績要件や資格要件を求めていない、と
理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。本業務において、主任技術者に固有の実
績・資格要件は設定しておりません。

3
資料2_価格以外に関
する評価点の算出方
法_1.選択評価項目

欄外「備考　この表は、別表第２によらないで総合評価競争入札
を行う場合に適用する」の記載は無視することとしますが、本公
募において別表第２の確認が必要となる場合、共有ください。

本公募において「別表第２」を参照する必要はありません。資料
２に基づき評価を行います。

4
資料3_契約書（案）_
第25条

「発注者がこの契約に違反する」以外の理由で、万が一、受注者
の責によらない事情（自然災害や戦争等による事業見直しなど）
により、いろいろな契約が終了となった場合、受注者は履行した
業務範囲に対し支払請求することは可能でしょうか。

可能です。既に行われた業務のうち、本市の検査に合格した部分
については、その割合に応じて対価を支払います。

5
資料3_契約書（案）_
第25条

No4の回答が「可能」である場合、２項として『発注者の責によ
る契約解除、その他受注者の責によらない理由により契約が終了
した場合、受注者は契約金額のうち、受注者が履行した割合に応
じた金額を発注者に請求することができる。』旨、追加いただけ
ないでしょうか。

契約書（案）の修正・追加は行いません。現行の条項および関係
規定に基づき、適正に履行された範囲の対価を支払うことで対応
いたします。

6 様式12_欄外※
「同種・類似業務での受託実績（受注内容及び受注金額）を評価
する。」とは、現状継続中（未完了）でも、条件を満たせば業務
実績の対象になる、と理解してよろしいでしょうか。

対象となります。令和3年度〜令和7年度の期間内に受託した業務
であれば、現在継続中のものであっても実績として記載可能で
す。ただし、評価対象となる期間内の実績内容が明確にわかるよ
うに記載してください。

7 様式13
配置予定従事者の業務実績は、様式12同様に「令和3年～令和7年
度中の受託実績」でしょうか。

いいえ、受託期間に制限はありません。過去の全実績および現在
継続中の業務について記載・評価の対象となります。

8 様式13
No7の回答が「違う」の場合、『過去何年が対象となるか』等、
対象とすることができる業務の条件についてご教示ください。

No.7の回答のとおりです。

9 様式21、様式22
別紙を使う場合、提出用紙のサイズ・枚数について規定はありま
すか。

用紙サイズはA4版を基本とします。枚数制限は特に設けておりま
せんが、簡潔な作成にご協力ください。
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10 様式21、様式22
『提案者の企業名を記載してはならない』等、書面作成にあたり
制限・ルールなどがあればご教示ください。

本入札において企業名の記載に関する制限はありません。提案書
等には適宜、企業名を明記してください。

11 様式Ｃ 申請書には押印が必要でしょうか。 様式上に「（印）」の表示がないため、押印は不要です。

12 様式Ｃ
申請書の下段に記載の「添付書類」は具体的に何を用意すること
となりますか。

入札説明書「９ 申請書等の提出」の「（３）競争入札参加資格
の確認に必要な資料」に掲げる①〜⑫の書類（登記簿謄本、印鑑
証明書、納税証明書等）を指します。なお、本市の競争入札参加
有資格者名簿に登録されている場合は、これらの提出を省略する
ことが可能です。

13 様式Ｄ 申請書（表）には押印が必要でしょうか。 様式上に「（印）」の表示がないため、押印は不要です。

14

委託仕様書P２ ５ 業
務内容　（１）現
状・課題整理及び法
令等制限の精査

記載されている業務を実施するにあたって、下記のような既存施
設に関する資料をご提供いただくことは可能でしょうか。資料
例：既存施設の確認申請書（または計画通知書）、検査済証、竣
工図、改修図（増築があれば、増築時の図面等）、定期点検報告
書等

本市が所有する範囲において、契約締結後に資料を貸与いたしま
す。なお、施設が古いため一部の図面等が欠落している可能性が
ある点をご了承ください。
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